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議案第３６号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和２年５月７日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行に伴い、木更津市税条例（

昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を改正する必要が生じ、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため、同条例の一部を改正する条例を令

和２年４月３０日専決処分したので報告し、承認を求めようとするものである。 
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専  決  処  分  書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要するた

め議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、次のとおり専決処分する。 

専決第１１号 木更津市税条例の一部を改正する条例 

 （別紙のとおり） 

  令和２年４月３０日 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 
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専決第１１号 

木更津市税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年４月３０日専決処分 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第１５号 

木更津市税条例の一部を改正する条例 

木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

附則第１６条の６の次に次の１条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第１６条の７ 第９条第７項の規定は法附則第５９条第３項において準用する法第１５条の２第

８項に規定する条例で定める期間について、準用する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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